
【報告事項】
１ 令和５年度函館市国民健康保険事業について

資料１ 令和５年度（2023年度）函館市国民健康保険事業特別会計決算の概要

２ 保健事業およびデータヘルス計画の自己評価について

資料２ 函館市国民健康保険個別保健事業〔令和５年度〕評価シート

３ 従来の保険証の廃止について

令和６年度 第１回
函館市国民健康保険運営協議会

会 議 資 料

函館市市民部国保年金課



歳入 181,801,433 円増
保険料収入 297,022,330円（現年度分収納率増 93.01% → 95.35%）
道支出金 △120,906,969円（保険給付費の減に伴う交付金減）
その他 5,686,072円

歳出 294,837,564 円減
保険給付費 △138,066,137円（療養給付費等の減）
その他 △156,771,427円
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(１) 決算の概要

歳 入

歳 出

【 対予算増減の主な内容 】

歳入合計 － 歳出合計 ＝ 104,451,340 円
実質収支

歳入（対予算増減(B)－(A)）
国民健康保険料 38,483,075円 （現年賦課分調定額の増に伴う保険料増）
道支出金 △348,322,086円 （保険給付費の減に伴う交付金減）

歳出（対予算増減(A)－(B)）
保険給付費 334,497,643円 （療養給付費等の減）

実質収支の104,451,340円は，全額を令和６年度に繰り越し，国や道の補助金の精算
分など72,605,073円を除いた31,846,267円を，令和６年度末に基金に積み立てること
を予定している。（令和５年度末基金残高1,685,444,156円。）

１ 令和５年度函館市国民健康保険事業について
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令和５年度 令和４年度
決 算 額

対前年度比較

科 目
予 算 現 額 決 算 額 増 減

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（Ａ） （Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

国 民 健 康 保 険 料 3,998,228,000 4,036,711,075 38,483,075 4,078,335,312 △41,624,237

現 年 賦 課 分 3,919,487,000 3,949,013,035 29,526,035 3,968,711,282 △19,698,247

滞 納 繰 越 分 78,741,000 87,698,040 8,957,040 109,624,030 △21,925,990

国 庫 支 出 金 655,000 455,000 △200,000 86,000 369,000

道 支 出 金 20,713,640,000 20,365,317,914 △348,322,086 20,561,073,115 △195,755,201

繰 入 金 3,038,768,000 3,038,768,000 0 2,847,014,000 191,754,000

繰 越 金 149,690,000 149,690,707 707 476,638,997 △326,948,290

そ の 他 14,223,000 36,643,080 22,420,080 17,057,325 19,585,755

歳 入 合 計 27,915,204,000 27,627,585,776 △287,618,224 27,980,204,749 △352,618,973

（単位：円）

令和５年度 令和４年度
決 算 額

対前年度比較

科 目
予 算 現 額 決 算 額 増 減

（Ａ） （Ｂ） （Ａ）－（Ｂ） （Ｃ） （Ｂ）－（Ｃ）

総 務 費 177,090,000 158,192,014 18,897,986 160,484,727 △2,292,713

保 険 給 付 費 20,354,456,000 20,019,958,357 334,497,643 20,147,506,655 △127,548,298

事 業 費 納 付 金 6,577,516,000 6,577,516,000 0 6,497,747,000 79,769,000

保 健 事 業 費 205,216,000 188,824,748 16,391,252 187,120,511 1,704,237

基 金 積 立 金 207,438,000 207,437,955 45 403,562,636 △196,124,681

そ の 他 393,488,000 371,205,362 22,282,638 434,092,513 △62,887,151

歳 出 合 計 27,915,204,000 27,523,134,436 392,069,564 27,830,514,042 △307,379,606

（単位：円）
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（４）１人当たり保険料の推移（国への事業報告ベース）

（２）被保険者数の推移（４月～３月における年間平均）

（３）所得階層別加入世帯の推移（各年度４月１日現在）

（５）１人当たり医療費の推移（国への事業報告ベース）

年 度 世 帯 数 被保険者数 前期高齢者（再掲）

構成比

令和２年度 37,457 53,705 27,040 50.35%

令和３年度 36,806 52,335 26,791 51.19%

令和４年度 35,828 50,315 25,575 50.83%

令和５年度 34,388 47,586 24,025 50.49%

区 分
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

構成 構成 構成 構成

所得なし 14,335 38.3% 13,401 36.2% 13,517 37.3% 13,021 37.3%

100万円以下 12,041 32.2% 11,961 32.3% 11,772 32.5% 11,197 32.1%

小計 26,376 70.5% 25,362 68.5% 25,289 69.8% 24,218 69.4%

200万円以下 7,147 19.1% 7,437 20.1% 7,106 19.6% 6,756 19.4%

300万円以下 2,001 5.3% 2,215 6.0% 2,090 5.8% 2,067 5.9%

400万円以下 727 1.9% 762 2.1% 733 2.0% 700 2.0%

400万円超 1,197 3.2% 1,207 3.3% 1,037 2.8% 1,161 3.3%

合計 37,448 100.0% 36,983 100.0% 36,255 100.0% 34,902 100.0%

年 度
函館市 全道平均 全国平均

伸率 前期高齢者 伸率 伸率

令和２年度 438,960 0.70% 536,397 402,309 △2.72% 370,881 △2.13%

令和３年度 453,089 3.22% 546,153 421,056 4.66% 394,729 6.43%

令和４年度 463,275 2.25% 564,672 429,486 2.00% 403,817 2.30%

令和５年度 483,495 4.36% 591,104 － － － －

年 度
函館市 全道平均 全国平均

伸率 伸率 伸率

令和２年度 83,713 △6.06% 94,012 △1.91% 96,625 △0.22%

令和３年度 82,896 △0.98% 94,027 0.02% 97,179 0.57%

令和４年度 82,215 △0.82% 95,345 1.40% 99,378 2.26%

令和５年度 87,522 6.46% － － － －

（単位：世帯，人）

（単位：世帯）

（単位：円）

（単位：円）



○ 現年度分保険料の徴収強化
【目的】現年度分保険料の未収金の縮減，滞納繰越額の圧縮
【取組】・電話による納付勧奨および文書による納付催告

・納期内納付を原則とした納付指導の徹底
・夜間および休日納付相談窓口の開設

○ 滞納繰越分保険料の徴収強化
【目的】滞納繰越分保険料の徴収，時効による徴収不能額の縮減
【取組】・速やかな財産調査および差押えの実施
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保険料収納率の向上を図るため，毎年度６月に「国民健康保険料収納率向上対策
基本方針」を策定し，次の３点を中心に，取り組みを進めている。

現年度分保険料収納率 滞納繰越分保険料収納率

○ 口座振替の推進
【目的】納期内納付の促進
【取組】・市役所，各支所，契約金融機関の窓口での口座振替の勧奨

・口座振替の申込書を兼ねた口座振替案内文書の郵送
・キャッシュカードだけで口座振替の申込み手続きができるペイジー口座
振替受付サービスの実施

（６）保険料収納率の推移

収納率向上対策について
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Ｂ

Ｃ
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２ 保健事業およびデータヘルス計画の自己評価について

（１）脳ドック事業

脳に関する疾病の早期発見・早期治療につなげ，被保険者の健康の保持・増進に
寄与するため，市内医療機関に検査を委託し，その費用の一部を助成する。

【令和５年度実績】 379人

（２）データヘルス計画個別保健事業

・個別受診勧奨 （ ハガキ : 年2回，電話 : 約3,000件 ）
・特定健診受診率 35.2％（ 40歳代 23.4％ ）

（ 50歳代 25.3％ ）
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特定健康診査未受診者対策事業

健診要医療判定者受診勧奨事業
（保健福祉部）

要医療判定者重症化予防事業

糖尿病性腎症重症化予防事業

ジェネリック医薬品普及促進事業

・医療機関受診率 68.2 ％

・プログラム参加者 13人，継続フォロー者 7人

・希望シールの配布, 差額通知送付 （ 5,980通 ）
・使用割合 84.6％

医療機関への受診行動を促すことにより，脳卒中，虚血性心疾患，
慢性腎臓病の発症を予防する。

要医療判定者の事後のフォローアップを行うことにより，治療中断
等による生活習慣病の重症化を予防する。

糖尿病や糖尿病性腎症で通院する患者を対象に保健指導等を行う
ことにより，人工透析への移行などの重症化を防ぎ，患者およびそ
の家族の生活の質の維持・向上とともに，医療費の抑制を図る。

ジェネリック医薬品の使用割合を向上させることにより，医療の質
を落とさず医療費の適正化を図る。

特定健康診査未受診者に対する効果的な受診勧奨を実施することに
より，被保険者の健康維持と特定健康診査の受診率向上を図る。

報告事項

データヘルス計画※に盛り込んだ５つの個別保健事業について，ＰＤＣＡサイク
ルを用いて継続的に改善していくため，毎年度自己評価を行っている。

※ 「データヘルス計画」＝国保被保険者の健康の保持増進と医療費の適正化を図ることを目的に，
レセプトデータ等を活用しながら，効果的かつ効率的な保健事業を進めていくための実施計画。

・医療機関受診率 8.7％

令和5年度
自己評価



３ 従来の保険証の廃止について
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国民健康保険法の一部改正により，令和６年１２月２日以降は，従来の保険証は
廃止され，マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する予定であることから，市で
は，国保加入者に対し，主に次の事項について周知を図っているところである。

【従来の保険証の有効期限】
国の経過措置により，従来の保険証の廃止日以降も１年間は有効期限まで使用

可能となっていることから，令和６年７月に国保加入者に送付した従来の保険証
の有効期限である令和７年７月３１日までは，同保険証により医療機関等の受診
が可能である。（※年齢によって有効期限が短い場合もある。）

【マイナ保険証の利用登録をされていない方への対応】
従来の保険証の有効期限を迎える前に，「資格確認書」を送付する予定である。

従来の保険証の代わりに「資格確認書」を医療機関等に提示することにより，保
険診療を受けることができる。

【マイナ保険証の利用登録をされている方への対応】
有効期限を迎える前に，市から自身の資格情報を簡易に確認できる「資格情報

のお知らせ」を送付する予定である。マイナ保険証を利用できない医療機関等を
受診する場合には，マイナ保険証とあわせて提示することにより，保険診療を受
けることができる。

※マイナ保険証を利用できない市内の医療機関等（令和６年８月１日現在）
医療機関１７件，薬局６件 合計２３件

【令和６年１２月２日以降の新規加入者への対応】
令和６年１２月２日以降の新規加入者で，マイナ保険証の利用登録をされてい

ない方には，「資格確認書」を，マイナ保険証の利用登録をされている方には，
「資格情報のお知らせ」を窓口で交付する予定である。

【国保被保険者に対する周知】

令和６年 ６月 国民健康保険料決定通知書を送付する際，チラシを同封

令和６年 ７月

保険証を送付する際，チラシを同封

市のホームページに「保険証廃止に伴うお知らせ」を掲載

令和６年１０月 市政はこだてに「保険証廃止に伴うお知らせ」を掲載

令和６年１１月

（予定）

市の公式ＬＩＮＥで「保険証廃止後の受診方法等」を配信

ラジオ放送で「保険証廃止後の受診方法等」を広報

保険証廃止後の受診方法等の周知強化を目的としたチラシを本庁舎および

各支所の窓口に設置

令和６年１２月

（予定）
市政はこだてに「保険証廃止後の受診方法等」を掲載
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